
第５回 魚津市立住吉・上中島・松倉小学校統合準備会 

 会議録（要旨） 

 

１．日 時  平成 30年 1月 30日（火） 午後７時から午後８時 30分 

２．場 所  魚津市役所第一分庁舎 会議室 

３．出席者  委 員 19名 

       事務局  5名 

４．議事等  （1）住吉小・上中島小・松倉小の閉校式典等について 

       （2）校章の作成について 

       （3）校歌の作詞者・作曲者について 

 

５．議 事 
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教育長 
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会 長 

 

 

事務局 

 

 

会 長 
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会 長 

ただいまより、魚津市立住吉・上中島・松倉小学校統合準備会を開催す

る。教育長より挨拶を行う。 

 

― あいさつ ―（略） 

 

 それでは議事の進行を会長にお願いする。 

 

 次第に沿って進行する。最初に、議事（１）住吉小・上中島小・松倉小

の閉校式典等について、事務局より説明をお願いする。 

 

―（教育総務課：米澤総務係長説明）―  資料 11 

閉校式典、感謝の集いの日時を各地区で検討してもらいたい。 

 

ただいまの説明について、何かご質問、ご意見はございませんか。 

 

三校で日時を調整する場を設けてほしい。 

 

総務部会があるので、そこで検討するのはどうでしょうか。 

 

日時を決定するのは準備会の場で決めたい。 

 

日程調整会議を別に行なうことにします。 

 

議事（２）、「校章の作成について」事務局より説明をお願いしたい。 
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― 小学校校章の選定について説明 ―  資料 12 

 

 ただいま、事務局より校章の選定過程について説明があった。資料 12 の

とおり、清流小学校、よつば小学校の事例と同様の流れで行いたいとのこ

とであったが、意見等はあるか。 

 

 最終決定時に、二次審査時点の応募作品が見れるという認識でよいか。 

 

最終的に二次審査で 10作品程度に絞り込んだものを審査してもらう形に

なる。 

 

校章選定時までに、体操服のデザインは決定しているのか。 

 

2月 7日の生活部会で、どのように体操服を選定するか話しが進む思う。

その際体操服に、校章を入れる入れないの話合いもあるかと思う。 

 

今回の審査方法は、清流、よつばどちらの方法になるのか 

 

基本的にはよつばと同じ方法を予定している。１次審査で半分程度に絞

り、二次審査で美術の先生等に審査してもらう予定である。 

 

清流、よつばの時の募集は県外の方が多いのか？ 

 

清流、よつばとも県外の方のデザインが採用されている。 

 

次に、議事の（２）、校歌の作詞作曲者の選定について事務局より説明を

お願いする。 

 

― 校歌の作詞作曲者の選定説明 ― 参考資料（非公開） 

※校歌の選定過程において、候補者名や交渉順位等が公になることは、候

補者に、あらぬ予断を与えてしまうおそれがある。委員各位においては、

本日配布した資料や協議内容については、公表しないこととしてもらいた

い。また、議事録、準備会だより等でも公表しないこととしたい。報道機

関の方にも同様のお願いをしている。最終的に決まった場合は、引き受け

ていただいた方のみ公表することとする。 
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―非公表について委員より異議なし－ 

 

※以下、具体的な選定協議（非公開） 

 

これまでの協議により、小学校校歌の作詞作曲候補者を選定した。事務局

においては、それぞれの候補者に依頼をお願いする。 

 以上で本日予定されていた協議事項は全て終了した。他に何かあればお

願いしたい。 

 

これにて第５回統合準備会を閉会とする。 

 

 

―― 閉会 ―― 

 

 

  

 


